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今回の研修では、スウェーデンの医療制度について学び、日本の医療制度との違いを見つ

け出し、日本の改善すべき点を考察していくこと、またその中でスウェーデンの理学療法に

ついても学ぶこと、さらには自らの語学力向上を目的とした。この研修で特に印象に残った

ものを報告していく。 

 

整形外科 

ここでは理学療法士の臨床を見学させていただいた。スウェーデンの理学療法士は医者の

指示なしに理学療法を施行することができ、病院の整形外科では手術が必要かどうかを理

学療法士が判断することができる。見学させていただいたのは脊柱の専門の理学療法士の

方で、腰椎椎間板ヘルニアの手術の必要性を症状の程度や触診などの評価から判断された。

日本では椎間板ヘルニアは、長期的にみると保存的治療と手術的治療との差は少ないとさ

れ(腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドライン改訂第 2 版,2011 年)、手術の判断は医者または患

者本人に委ねられることも多い。しかし、スウェーデンの理学療法士は「患者に判断を委ね

ることは不公平である。」と話した。医者または理学療法士が判断することで、患者の責任

を減らす。その分、医療者側の責任が大きくなるため、それに伴った知識および技術が必要

となってくる。日本では選択の自由として治療の選択を本人に委ねることが多いが、これに

よって医療者側の責任を減らすことができる。スウェーデンで患者が選択の自由を訴える

ことが少ないのは、医療人と患者の信頼関係が強いからではないだろうか。今、日本では医

療問題が多発し、患者に治療の選択の自由を与えることで本人の意思による治療というこ

とで問題を起こさないようにしているが、これは信頼関係というものが弱いということを

示しているように思われる。今一度、医療者と患者の関係はどうあるべきなのかと考え直し

たい。 

 

プライマリ・ケア 

プライマリ・ケアは「患者の抱える問題の大部分に対処でき、かつ継続的なパートナーシッ

プを築き、家族および地域という枠組みの中で責任を持って診療する診療医によって提供

される、総合性と受診のしやすさを特徴とするヘルスケアサービスである」と説明されてい

る。(1996 年,米国国立科学アカデミー（National Academy of Sciences, NAS）)日本でも

2017 年から総合診療専門医制度が開始予定である。スウェーデンでは早くからプライマリ・

ケアが行われており、学ぶところが多い。プライマリ・ケアの診療は電話対応から始まる。

看護師が問診から症状、病態を判断し、診療の必要性や優先度を決める。診療の必要がない

と判断した場合は、基本的に診療の予約をしない。診療が必要であると判断した場合は医者、

理学療法士、作業療法士、看護師のどこを受診するかを決定する。日本のように診察に来た



患者すべてを医者が診るのではなく、看護師が、必要性があると判断した場合にのみ医者が

診察を行うため、診察数は少ない。その分、看護師、理学療法士、作業療法士の負担が大き

くなるといえるが、理学療法士、作業療法士は医者の指示なしに治療を行うことができ、看

護師



ことが多いので、Clinical Supervision は臨床現場の雰囲気を改善したり、患者と接する

際の切り口を増やしたりできるよい機会になるのではないかと思った。 

 

 

マルメに滞在して感じたこと 

 マルメは移民を多く受け入れている移民都市である。街中を探索していても様々な人が

歩いているのを見かける。日本は移民を積極的に受け入れているわけではなく、移民を好ま

しく思わない人も少なくない。移民を受け入れるということは違った思想や文化が入って

くるわけであるから、確かに違和感を覚えることは多いだろうと推察される。しかし多種多

様な文化や思想に実際に触れなければ新たな知識や考えは生まれにくい。実際、日本人は日

本の中で英語を使用する場面が極めて少なく、「使わなくても生きていける」といった考え

があり、進んで英語を身につけようとするものは少ない。今後、日本が世界に後れを取らな

いようにするためには固定観念を脱却する必要がある。移民はリスクもあるため、マルメの

ように積極的にすべての移民を受け入れるべきとまでは思わないが、日本が多国籍国家に

なれば、また大きな発展が得られるかもしれないと考える。 

 



今回の実習を通して、スウェーデンの医療制度を学ぶことで、日本の医療制度について再

考しなければならないという考えが生まれた。今後、日本の医療制度の変遷について注意深

く目を向けていきたいと思う。また今回の実習では理学療法学生だけでなく、看護、作業療

法、医学科の学生、また臨床経験のある大学院生の方々と学ぶことができた。普段の講義で

は、同じ理学療法学生としか交流することができないが、今回の実習では、他職種の意見や

考え方を知り、また知識を共有することで深く学ぶことができたと思う。臨床の場ではチー

ムアプローチという概念が浸透しており、職種間の連携ができているが、学生のうちからこ

のようなチームとしての学習の場が与えられると、お互いを知るよい機会になるのではな

いかと考えた。 
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